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農
地
を
宅
地
、
駐
車
場
、
道
路
、
植
林
地
等
の
農

地
以
外
の
も
の
に
す
る
（
転
用
）
に
は
、
知
事
の
許

可
（
農
地
の
面
積
が
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
場
合

は
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
（
農
地
法
第
４
条
、
第
５
条
）。　

　

農
地
を
青
空
駐
車
場
と
し
て
利
用
す
る
場
合
や
農

業
用
施
設
を
建
て
る
場
合
な
ど
も
転
用
に
な
り
ま
す

の
で
許
可
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
農
地
を
自
己
の

農
地
の
利
用
・
保
全
の
た
め
に
必
要
な
施
設
（
水
路
、

道
路
等
）
や
２
ア
ー
ル
未
満
の
農
地
を
自
己
用
の
農

業
経
営
施
設
（
農
舎
、
畜
舎
等
）
に
転
用
す
る
場
合

等
は
許
可
が
不
要
で
す
。
こ
の
場
合
、
あ
ら
か
じ
め

農
業
委
員
会
へ
農
地
転
用
制
限
例
外
の
届
出
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

○
農
地
転
用
の
許
可
申
請
手
続
き
は
？

　

農
地
転
用
の
許
可
申
請
手
続
き
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

１　

県
知
事
の
許
可

　
（
農
地
が
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
場
合
） 

　
　

県
知
事
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、　

　

申
請
書
を
農
業
委
員
会
を
経
由
し
て
県
知
事
に
提

　

出
し
て
く
だ
さ
い
。

２　

農
林
水
産
大
臣
の
許
可

　
（
農
地
が
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
場
合
） 

　
　

農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

　

合
は
、
申
請
書
を
県
知
事
を
経
由
し
て
農
林
水
産

　

大
臣
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
こ
の
場
合
は
、
申
請
に
先
立
ち
事
前
に

　

審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
農
地
転
用
の
判
断
基
準
は
？

　

農
地
法
で
は
、
優
良
農
地
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

農
業
以
外
の
土
地
利
用
と
の
調
整
を
図
る
た
め
、
次

の
２
つ
の
基
準
に
よ
り
転
用
の
可
否
を
判
断
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

１　

立
地
基
準
（
申
請
に
係
る
農
地
の
営
農
条
件
や

　

周
辺
の
市
街
地
化
の
状
況
か
ら
転
用
の
可
否
を
判

　

断
す
る
基
準
） 

　
　

農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農
地
や
集
団
的
に
存
在

　

す
る
農
地
等
良
好
な
営
農
条
件
を
備
え
て
い
る
農

　

地
に
つ
い
て
は
、
農
業
用
施
設
、
集
落
接
続
の
住

　

宅
等
を
除
き
原
則
と
し
て
転
用
を
許
可
す
る
こ
と

　

が
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

一
方
、
市
街
地
の
区
域
内
や
市
街
地
化
が
見
込

　

ま
れ
る
区
域
内
に
あ
る
農
地
に
つ
い
て
は
転
用
を

　

許
可
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。 

２　

一
般
基
準
（
土
地
の
効
率
的
な
利
用
の
確
保
と

　

い
う
観
点
か
ら
転
用
の
可
否
を
判
断
す
る
基
準
） 

　
　

農
地
を
転
用
し
て
申
請
に
係
る
用
途
に
供
す
る

　

こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
や
周
辺
の
農

　

地
に
係
る
営
農
条
件
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が

　

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
等
は
転
用
を
許
可
す
る

　

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

○
許
可
な
く
転
用
し
た
ら
？

　

許
可
を
受
け
な
か
っ
た
り
、
届
出
せ
ず
に
農
地
を

転
用
す
る
と
売
買
な
ど
の
法
律
行
為
が
無
効
に
な
り
、

所
有
権
移
転
の
登
記
も
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
農
地
法

に
違
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
農
地
等
の
権
利
取
得
の

効
力
が
生
じ
な
い
だ
け
で
な
く
、
県
知
事
は
工
事
の

中
止
、
原
状
回
復
な
ど
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

周
防
大
島
町
農
業
委
員
会
（
農
林
課
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

　

農
地
の
無
断
転
用
を
防
ご
う
！　

〜
農
地
の
転
用
に
は
許
可
が
必
要
で
す
〜

催
し

転
倒
予
防
教
室
の
開
催

　

最
近
よ
く
つ
ま
ず
く
、
歩
く
時

や
座
る
時
に
不
安
を
感
じ
る
方
は

い
ま
せ
ん
か
？
こ
の
教
室
は
足
腰

の
衰
え
を
予
防
す
る
た
め
に
、
仲

間
と
一
緒
に
転
倒
予
防
の
コ
ツ
や

体
操
に
つ
い
て
学
び
運
動
習
慣
を

身
に
つ
け
て
転
倒
を
予
防
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
転
倒

を
す
る
前
に
『
転
ば
ぬ
先
の
杖
』

を
習
得
し
ま
し
ょ
う
！

■
対
象
者

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
お
お
む

　

ね
65
歳
〜
79
歳
の
方

・
歩
行
や
転
倒
・
骨
折
に
不
安
の

　

あ
る
方

・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

　

方
で
本
教
室
に
参
加
し
た
こ
と

　

の
な
い
方

※
教
室
に
参
加
す
る
際
は
、
主
治

医
の
許
可
を
得
て
く
だ
さ
い
。

■
実
施
期
間

　

平
成
21
年
６
月
〜
平
成
22
年
３

　

月
の
月
１
回
10
回
コ
ー
ス

　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

■
受
講
料

　

１
０
０
円
／
回

※
傷
害
保
険
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

必
要
な
方
は
申
込
時
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　

保
険
料
金
は
参
加
人
数
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
が
１
１
０
０
円
〜

１
８
０
０
円
程
度
で
す
。

■
教
室
内
容

・
体
力
測
定
（
６
月
と
２
月
）

・
健
康
チ
ェ
ッ
ク

・
運
動
・
栄
養
に
関
す
る
講
話

・
転
倒
を
予
防
す
る
体
操
実
習　

　

な
ど

■
開
催
地
区
と
日
程

　
（
一
部
変
則
的
な
部
分
あ
り
）

・
大
島
地
区
…
蒲
野
農
村
環
境
改

　

善
セ
ン
タ
ー

　
《
毎
月
第
１
月
曜
日
》

・ 

久
賀
地
区
…
椋
野
出
張
所

　
《
毎
月
第
２
月
曜
日
》

・
東
和
地
区
…
油
田
農
村
環
境
改 

　

善
セ
ン
タ
ー

　
《
毎
月
第
３
月
曜
日
》

・
橘 

地 

区
…
日
良
居
出
張
所

　
《
毎
月
第
４
月
曜
日
》

※
詳
し
く
は
４
月
広
報
時
に
配
布

　

し
た
『
転
倒
予
防
教
室
参
加
者

　

募
集
』
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

　

さ
い

※
申
請
者
に
は
後
日
詳
し
い
案
内

　

文
を
送
付
い
た
し
ま
す
。

■
締
切
日
・
お
問
合
せ

　

５
月
29
日
㈮
ま
で
に

　

介
護
保
険
課
介
護
予
防
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
３
０

お知らせ５月


